
私道整備事業について（ＰＲ版） 

地域が主体となって行う私道の舗装や側溝改良等にかかる費用の一部を補助します。 

 

１ 補助対象団体 

家屋連たん区域内の住民が組織する団体（町内会等） 

２ 補助対象となる私道 

不特定多数の人の交通の用に供しており、将来にわたり交通の用に供することが見込

まれる道路で幅員２．５ｍ以上（道路改良工事の場合は、１．８ｍ以上）で、かつ、次

のいずれかに該当するもの。 

⑴ 道路の両端が公道に接続しているもの 

⑵ 道路の一端が公道に接続し、かつ、他の一端が幅員２．５ｍ以上の私道に接続して

いるもの 

⑶ 道路の一端が公道又は幅員２．５ｍ以上の私道に接続し、かつ、他の一端が学校、

保育園、その他の公共施設へ通じているもの 

⑷ 道路の一端が公道に接続し、当該私道の利用戸数が３戸以上の袋小路 

※国、県、市道、農業用道路及び開発行為等により設置された道路で設置後 10 年を経

過しない道路は、対象外です。 

３ 補助対象となる工事 

⑴ 舗装新設工事 

⑵ 側溝改良工事 

⑶ 道路改良工事（工事の設計費や土地の分筆登記費を含み、用地取得費や物件補償費

を除く） 

⑷ 舗装修繕工事（舗装工事完了後、５年以上経過しているものに限る） 

４ 補助金の額 

工事に要する費用又は市が定める補助基準額のいずれか低い額の４０％以内、 

１００万円を限度。 

５ 事業要望書の提出について 

補助金の交付を受けようとする団体は、４月１日から８月３１日までの間に、事業要

望書（別記第 1 号様式）を提出してください。 

※事業要望書には、次の書類を添付してください。 

①設計書又は見積書（業者作成のもの）、②現況写真、③位置図、 

④設計図（平面図、標準断面図、構造図） 

６ 留意いただくこと 

⑴ 交付申請前に着工したものは対象外です。（事後申請不可） 

⑵ 交付申請後であっても、交付決定通知前に着工したものは対象外です。 



＊ ＊  要望から支払いまでの流れ  ＊ ＊ 
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１ 基本事項（幅員）

不特定多数の人の交通の用に供しており、将来にわたり交通の用に供することが見込まれる
道路で幅員2.5ｍ以上（道路改良（拡幅）工事の場合は、幅員1.8ｍ以上）

２ 次のいずれかに該当するもの（接続）

2.5ｍ以上

2.5ｍ以上

補助対象となる私道の例図（幅員と接続）

（私道の場合）

        私道に接続し、かつ、他の一端が学校、         の利用戸数が3戸以上の袋小路
        保育園その他の公共施設へ通じている
        もの
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